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タウンミーティング議事録  

 

１ 日時 

令和３年７月１０日（土）午前１０時から１１時３０分まで  

 

２ 場所 

流山市役所  会議室  

 

３ 参加者  

（１）特別職等  

井崎市長、石原副市長、田中教育長  

（２）部局長 

須郷総合政策部長、伊藤市民生活部長、早川健康福祉部長、  

大島環境部長、秋元子ども家庭部長、石野まちづくり推進部長、  

矢幡土木部長、菊池教育総務部長、前川学校教育部長  

（３）事務局（秘書広報課）  

若林課長、三好係長、鷲尾係長、須賀主事、斉藤主事、 

金子会計年度任用職員、稲村課長補佐（記）  

 

４ 来場者数  

３２名 

 

５ 質疑回答  

  裏面のとおり  
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Ｑ 市民  

 ６月２６日のラジオで、元長野県知事・田中康夫さんがイスラエルは５５％

以上の方がワクチン接種を終えているが、感染者が増加しており、感染者の

半数が２回ワクチンを接種した人であるとお話していました。 

厚労省は２０２１年１月に「ワクチンは発症予防、重症化予防が想定され、

感染症予防の効果が持続するものではない」と通達しており、自民党のパン

フレットにも「重症となる可能性が低くなるが、まったく感染しなくなるわ

けではありません」と書かれています。  

しかし、ファイザーの説明書には「効果は明らかになっていない」と書か

れており、公式文書には「コロナにかかると重症化するリスクがある」と書

かれています。  

厚労省のＨＰでは、発症予防効果、重症予防効果の有無、免疫の持続期間

について評価されておらず不明です。ワクチン接種は筋肉注射なので、途中

の経路を飛ばしており、不完全な抗体だけが作られることになるため、むし

ろ感染症にかかりやすくなります。  

ワクチン接種にはメリットはないのに、打ち続けるのでしょうか。職域接

種を進めることで、同調圧力がかかるかもしれません。  

厚労省の発表では接種後、５５６人が亡くなっているとされていますが、

高齢者施設や病院等では報告に上がっていないものもあり、実際の数を把握

することは困難です。２，２００人以上が副反応で重篤化しています。  

接種年齢について、１６歳未満の子どもは大人と比べ、感染しにくく、ま

た感染したとしても重症化しにくいため、接種の対象にはなっていないとし

ていたのに、その後、ファイザー社の言われるままに、１２歳以上が対象と

なっています。韓国では３０歳以上が対象です。なぜ、若年層にまでワクチ

ン接種を広げるのでしょうか。 

自治体にももっと、ワクチンやＰＣＲ検査について勉強をしてもらいたい

です。  

 

Ａ 市（健康福祉部長） 

 ワクチンの効果とリスクについては、厚生労働省でも、現場の医師から報

告を受ける制度があり、専門家が集まった審議会で全件評価をして、このワ

クチン接種を続けるべきかどうかについて日々議論されています。  

 直近では７月７日に、厚生科学審議会の副反応部会というところで、この
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死亡例を含めて評価がされています 

 １件のみ、ワクチンとの因果関係が否定できないという結論が出されてい

ますけれども、それ以外は直接因果関係が認められるものではないというこ

とで、複数の専門家が集まった会議で結論づけられています。 

このように、国は、専門家の意見もいただきつつ、感染症の収束に向けて

国・県・市が連携しワクチン接種を進めるという方針を示しています。  

ワクチンの接種は強制ではありませんので、市民の皆さまが接種するかど

うかをご自身で判断いただけるよう、市としても、副反応のリスクなどの情

報を提供してまいります。  

 

Ｑ 市民 

 自主防犯パトロールを率いて６年となりますが、６年前、結成したときは

幼稚園児２名から７０歳台後半まで、大体１４名で開始しました。  

現在は幼稚園児も成長し、４年生と６年生、それに８０歳台となってきて

おり、御多分に漏れず、高齢化と後継者の不在が目に見えて進んでいます。 

 ３年前に和歌山県で防犯パトロールというのが新聞に載って、２年前には

千葉県では花見川区でそういった運動が始まり、獣医師会と県警が協定を締

結し、防犯パトロール運動を行っていると聞きました。  

コロナ禍で、集団でパトロールすることが困難になっております。裾野を

広げるという意味でも、他市のように事業化することで、ボランティアの減

少を防ぐことができるのではないでしょうか。 

 

Ａ 市（市民生活部長）  

 日頃より安全パトロールなどにご協力いただいておりますことを、この場

をお借りして感謝申し上げます。  

 自治会を含めて、防犯パトロール隊の高齢化については認識をしており、

今後の課題であると考えています。 

ご紹介いただいた和歌山県、千葉県花見川区の取り組みについては、私も

話を伺い聞いているところですが、地域の安全を守るためにご尽力いただい

ている皆様のためにも、流山の地域状況にあった取組みを検討していきたい

と考えています。 

その一つとして、獣医師さんとの連携なども話もありましたので、先進地

の視察なども含めて検討していきたいと考えています。  
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 引き続き、ご協力いただければ幸いです。  

 

Ａ 市（市長）  

補足させていただきます。  

 流山市内に自治会は約１８０ありますが、犬の散歩時に腕章をつけてパト

ロールをする「わんわんパトロール」や、自転車の買い物かごにパトロール

中と貼り出しを行い、買い物のついでにパトロールも兼ねる取り組みを行っ

ている自治会もあります。  

 その他、郵便局の車やごみ収集車などにも見回りに協力していただいてい

ますので、色々なことを組み合わせながら、防犯に役立つような仕組みを作

っていきたいと考えております。  

 

Ｑ 市民 

本日はこのような機会を設けていただきましてありがとうございます。  

市民の皆さんとこのように対話するということは、すごくいいことだなと

思いました。  

 市長からご紹介がありましたような人口増加率全国１位という報道につい

て、このことはすごく良いことだと思います。  

私自身も２０１７年に転入してきて、東京都に通勤していて小さな子供が

２人いるという、ある種典型的なこの人口増加要因の１人だと思います。  

この地域の環境が良いのも、市長をはじめ農家の皆さんなどのご尽力のた

まものと思っています。  

 一方で、人口が増加するということは、ワクチンの接種率が低いなどの弊

害も招いていると思います。ただ、私が言いたいのはワクチンのことではな

く、市民の生活の質を上げていくという意味で、おおたかの森周辺に、文化

的な施設を増やしていただきたいということです。  

 具体的には、おおたかの森周辺にアクセスのよい図書館がないので、良い

ものを作ってもらえないかと考えています。 

 市民窓口センターのピックアップサービスがあることは知っていますが、

やはり本屋のように本が並んでいて、図書館のように活用できる環境があれ

ば、子どもにとっての生活の質が向上すると思うので、ぜひお願いしたいと

思います。  
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Ａ 市（市長）  

おおたかの森周辺はまとまった土地がなく、あったとしても非常に値段が

高い状況です。非常に土地の高い所で、図書のスペースを増床するというこ

とは、現在の流山の財政、土地の状況では困難であり、これから大きなハコ

モノを作ることは不可能であると認識しています。  

 そこで１０年前に考えたのが、おおたかの森Ｓ．Ｃ．の中にあった「おお

たかの森出張所」におけるピックアップサービスでした。現在は市民窓口セ

ンターで行っていますが、開設時より利用者が２倍となり、本の貸し出し件

数も増えています。  

そこで、８月１日からは「スターツおおたかの森ホール」２階の入口の近

くに、「図書のない図書館機能」を作ることとしています。 

 今までは本の貸出・返却のみでしたが、図書カードの作成や、本のリクエ

スト、検索など、図書館に行ってできるサービスが受けられる取り組みを、

８月１日より開始します。ぜひこちらを利用いただきたいと思います。  

 このほか、市では江戸川大学と提携しており、予め市の図書館で登録すれ

ば、大学の図書館を利用できます。こちらは非常に状態の良い専門書が揃っ

ているため、積極的にご利用いただきたいと思います。  

 

Ｑ 市民 

 市では自治会加入の推進を行っていると思いますが、私はそのことについ

てについて大賛成です。  

 そこで、自治会加入のメリット・デメリット、また、それに対する市の対

策として、どのようなものがあるかを教えていただきたいです。  

 

Ａ 市（市民生活部長）  

 自治会について、地域の方々のご協力は必要不可欠であることから、加入

を推進しています。コロナ関係の情報や、市政の状況について広く周知をす

るという意味でも、自治会活動は非常に重要なものです。また、災害が発生

した際にも、近隣同士の関係性を重視しながら被害を最小限にとどめるとい

ったところで、自治会の活動をしていただくことは大きなメリットとなって

いると考えています。  

昔の流山から比べれば、都市整備、都市開発が進み、住宅環境も相当変わ

ってきていますので、災害が起きるリスクというものは、数十年前と現在で
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は大分変わってきていますが、やはり、被害を最小限に抑えることは、自治

会の活動にかかっていると思っています。  

 そういったことを踏まえ、現在、５世帯か７世帯以上から自治会が作れる

よう、仕組みづくりをしています。  

昨年まで、市に設置されている自治会は１８０自治会だったのですが、今

年３月に２自治会に新たに設立いただき、現在は１８２自治会となっていま

す。 

 自治会に加入していただくということは、地域の皆様の生活に直結するも

のなので、今後も引き続き、制度拡充や近隣の状況も踏まえ、様々な対策を

講じていきたいと考えています。 

 

Ｑ 市民 

 先ほどパトロールの話も出ましたが、自治会活動がしっかりしていると皆

さんが声を掛け合い、活動に参加しやすい環境になると思います。  

今日も熊本で災害が起きていますが、「隣の人は何する人ぞ」では、助かる

命も助けられませんが、お互いを知っていれば助け合うこともできると思い

ます。 

私の自治会は、新たに転入された住民も多いですが、全員が自治会に入っ

ており、イベントなどを通じて様々な出会いがあります。 

地域の助け合いは本当に大事だとおもいます。ぜひ、立派に努めている自

治会長さんの取り組みなどを他の自治会に紹介をするなど、人の心を動かす

取り組みをお願いします。  

今以上に立派な良い市になるためにも、新しい人たちもたくさん来ていま

すので、自治会をつくり、人を寄せ、交流するというような楽しい街づくり

が必要と思います。  

 

Ａ 市（市民生活部長）  

 市としても、自治会活動を中心として、自助、共助、それを補うための公

助を進めてまいりたいと思います。  

 例えば、自治会館の建設費用や維持経費などの補助制度は、今も続けて対

応させていただいています。  

そういったことを踏まえ、皆さまにより添えるような政策を、今後も検討

してまいります。  
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Ｑ 市民 

 加交差点から南部中学校に向かう道路をたくさんの生徒が通りますが、抜

け道になっているため、車が多く通ります。中学生は仲良く話をしながら歩

いていますが、車がクラクションを鳴らす場面もあります。  

 県が盛り土をしているところに雑草が生えているので、私も県に要請して

おり、こまめに除草してくれていますが、時期によっては雑草が生い茂るこ

とも考えられます。  

そんな中で、車が来た時に、子どもたちが避けられるようなスペースがで

きないものかと思っています。盛り土しているところを、公園として整備し、

子どもたちの避難スペースとすることができないかなど常々考えております。

八街市での事故もあったので、対応を検討してもらいたいです。 

 もう一つは、自治会の総会ができず、文書でアンケートを取った結果、一

番多かったのがゴミの問題でした。 

有料化も検討しているようですが、反対が圧倒的に多いです。ゴミ集積所

にネットを被せるなどの対策しているところもありますが、もっとしっかり

したものを市で補助をしてもらえないかという意見が多くありました。 

市内全般的にみると、対策がバラバラですが、市の補助できちんとしたも

のができないものでしょうか。 

 

Ａ 市（まちづくり推進部長）  

お話いただきました土地は、区画整理中の土地のため、県が管理者となっ

ていると思われます。市からも、草刈りについて県に要望してまいりたいと

思います。  

避難スペースについては、後ほど具体的な場所をお聞かせいただければと

思います。  

 

Ａ 市（環境部長）  

日頃よりまちの美化にご協力いただきありがとうございます。  

 ごみ集積場の問題については、基本的にはそれぞれの世帯が集まって、ご

み集積所を作ってもらうのが原則となっています。  

現在、ネットの配布については行っているところです。自治会内で協力し、

箱型の大きなものをしっかりと整備している自治会もあることは認識してい

ますが、公費で支援するということは現在検討していません。  
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 また、ごみの有料化については、１月の住民説明会でもご案内いたしまし

たとおり、今回は指定ごみ袋の導入であって、有料化については全く考えて

いませんので、その点についてはご理解いただければと思います。  

 

Ａ 市（市長）  

 自治会によって道路の幅や交通事情などがまちまちであり、様々な工夫が

されています。 

 場所によっては、ごみ収集に合わせて折り畳み式の箱を組み立てるように

している自治会などもあり、対応については千差万別なので、それぞれで工

夫をお願いしたいと思います。 

 先ほどからお話にあがっているような防犯関係のことなどもそうですが、

良い事例を紹介しあえる場をしっかり設けたいと思いますので、ぜひ皆さま

でも良いと思った事例については地域で共有していただきたいと思います。  

 

Ｑ 市民 

 昨年の４月に流山に転入しました。  

広範囲に渡り１５か所ほどのマンションを見ましたが、高齢者にとっても

便利なまち、素敵なまちだと思います。手がついていない森が少し気になり、

防犯上良くないと少し感じる程度で、非常に便利で、若者の誘致を進めてい

ますが、高齢者にもぜひ進めてもらいたいです。  

 自分は建築業に携わっていたのですが、今回は市発注の土木工事について

指摘したいと思います。  

 今のマンションはおおぐろの森小学校区です。４月に開校しましたが、今

もグラウンドの工事をしており、８月には完了すると聞きましたが、非常に

不便であり、分離発注について問題提起をしたいと思います。 

 この工事は、建築工事は市外、土木工事は市内業者がやっていると思いま

す。 

市内業者の育成のためだと推測しますが、それにより不便になっているの

で、市内業者の優遇はあることかと思いますが、利用者が不便になるような

ことはやめていただきたいです。  

 一括発注を行えば、４月から使えたのではないかと思いますので、分離発

注について再考してほしいです。 

 おおたかの森南口広場についても１か月くらい工期が遅れていますが、こ
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れはＦＬＡＰＳの影響かと思います。床の貼り替えも一部が残っており、景

観上も良くないと思います。 

市内事業者の育成もよいのですが、厳しく発注をしてもらいたいと思いま

す。 

 

Ａ 市（副市長）  

 発注責任者は副市長である私が勤めています。ご迷惑をおかけして申し訳

ございません。  

 分離発注と一括発注については長いこと議論をしていますが、できること

は地元にお願いするということは、井崎市政１８年間、変わらぬ姿勢を貫い

ています。  

 今回の遅れの原因は、私の責任によるところも大きいのですが、地権者と

の交渉が３か月遅れたため，開校に間に合わなかったものです。市内業者だ

から遅れたというわけではないことはご理解いただきたいと思います。 

 

Ａ 市（まちづくり推進部長）  

 工事については、工期内に終わらせるということは発注の大原則であると

思います。  

南口広場は皆さまに使っていただきながら工事を進めた関係で、ショッピ

ングセンターの工事の進捗状況や、歩行者を優先することなど様々な事情を

考慮する必要があり、遅れが生じてしまいましたが、今後は余裕を持った発

注により、利用者に迷惑をかけないようにしてまいります。  

今後も、ご意見があればお寄せいただきたく存じます。  

 

Ｑ 市民 

 今、流山市の人口は２０万人くらいだと思います。  

 ＰＣＲ検査はどれくらいの人が受けているのかということと、市として無

料にできないのかということをお聞きしたいです。  

 

Ａ 市（健康福祉部長）  

 ＰＣＲ検査は、各医療機関で行われている部分もあり、市内すべての件数

は把握していません。 

 ただ、昨年８月１９日から旧東葛病院内敷地内で行っているドライブスル
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ー方式による市のＰＣＲセンターでは、今年６月６日までの実績として７９

回行っており、８３４人の方々の検査を実施しました。平均すると１回あた

り１１人という計算となります。 

補足しますと、一番多かったのは冬の１月～２月であり、多い日には１日

の３０人以上検査を行った日もありました。最低では一人もいらっしゃらな

かった日もありました。 

 市のＰＣＲ件数については以上となります。  

 ＰＣＲ検査の無料化については、熱の症状が出ているなど、医師の判断に

より、感染の可能性が高い方は、保健所の指定する市直営のセンターも含め

たところで検査を行っており、こちらは無料で実施しています。そして、陽

性となった場合にはその濃厚接触者の方々についても無料で行われています。 

 希望して検査を受けたい方については、無料での検査は行っていません。 

 なお、高齢者で持病を抱えている方に対して、国の対策として、希望者が

指定の医療機関で検査を受けられるというものがあり、その際は一時的に無

料で行ったことはあります。  

今年の冬にも同様の制度が講じられた際には対応したいと考えています。 

 

Ｑ 市民 

 流山に住んで、来年で１２年目になります。 

まず、地域生活を送りつつクリニックに通院していますが、精神疾患のあ

る市民がたくさんいることについて、理解してもらいたいです。 

 コロナで厳しい中で、流鉄流山線が動いているのが誇りだと思います。 

 イトーヨーカドーなどもあり、流鉄流山線が無くなってしまうと不便にな

ってしまいます。流鉄が無くなったら住むのをやめようかとさえ思っていま

す。 

 歩行器をご利用の方に、駅員さんがついている姿を見ましたが、流鉄流山

線はバリアフリーに対応しきれていない所があると思います。ホームドアも

ないので、落ちるのが怖いと思ったことが何度かあります。  

 バリアフリーが進めばずっと安心して住めると思います。  

 

Ａ 市（まちづくり推進部長）  

 流鉄流山線の経営に関しては、このコロナ禍において非常に厳しい中で、

なんとか頑張っていただいているとの報告を受けています。運転手一人で運
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転するワンマン運転を行い経費削減に努めているともお聞きします。  

コロナで花火大会が中止になったことによる収入減が非常に大きいとのこ

とも伺っており、これから皆さまにたくさん乗っていただけることを市とし

ても願っています。  

 バリアフリー化に関しては、踏切の改修なども考えているようですが、設

備投資をするのが非常に難しいと思います。本日のお話はお伝えさせていた

だきますが、すぐに解消できるものではないということをご理解いただきた

いと思います。  

 市としても、少しでも段差を解消するなど、協力できることは行ってまい

りたいと考えています。  

 

Ａ 市（市長）  

 とにかく、皆さまに乗車していただかないことには、経営状況が悪化して

しまいます。皆さまには、乗車していただくことで支援していただくという

ことをお願いしたいと思います。 

 なお、本日の午後７時半から千葉テレビの「てくてく散歩」という番組で

流鉄が紹介されますので、ぜひご覧いただきたいと思います。 

 

Ｑ 市民 

 常磐自動車道の流山Ｉ．Ｃ．に設置されるという「ハイウェイオアシス」

について、私は地権者として説明会に参加しました。 

 来年の４月から工事に入る予定で、デザイン会社からは、仮の案なども聞

いており、私もアイデアを出しています。  

市民も利用しやすいアトラクションの関係など、提案の余地があるので、

市としても、一般からパブリックコメントを募るなどできないでしょうか。 

 広報などでお知らせするなどできたらよいと思います。 

 また、６月２１日広報ながれやまにおいて、蚊が増えるから除草しようと

いう記事が載っていましたが、市役所周辺の草が繁茂しているので、なんと

かしたほうが良いと思います。 

 茂呂神社から流山Ｉ．Ｃ．に向かう道路の窪んだところがもはや草むらと

なっており危険なので、対策してもらいたいと思います。 

 市内にはシダ類が多く生えています。温暖化対策としてゴーヤを推進して

いますが、よしずを作るような教室もお願いしたいです。クリーンセンター
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では手作りラボなどの企画が行われているようですが、子どもの教育にもな

ると思います。  

 

Ａ 市（副市長）  

 ハイウェイオアシスについて、地権者としてご協力いただきありがとうご

ざいます。こちらは民間会社が進めているものですので、計画が具体的にな

り、許可申請が提出されたら、市として開発の許可をしたうえで民間業者に

施工していただくというものです。 

県道からの道、常磐道からの道についてそれぞれ協議していると報告を受

けています。 

中身については民間会社のものであり、市としての支出があるわけではな

いので、パブリックコメントを募ることは難しいと考えています。  

民間でできるものは民間に行っていただくべきと考えており、地権者とし

てご意見や要望をまとめていただき、事業会社に提出していただくというこ

とが一番具体的な方法となるのかと思います。  

   

Ａ 市（環境部長）  

 雑草が伸びてくる季節となりましたので、害虫予防の観点からも除草をお

願いしているところです。  

ご指摘いただきました各施設の除草については、管理者がいれば管理者が

やるのが原則ですが、施設の管理者がだれかということは、市民の皆さまが

一目見てわかるかというと、難しいものがあると思います。  

そのような中で、わからないものについては、環境政策課にお寄せいただ

きたいと考えています。  

 環境政策課で刈れるところは基本的にはないのですが、市道であれば道路

管理課、公園であればみどりの課というように、適切な管理者にお伝えして

まいります。  

 市民の皆様のご指摘と、各管理者をつなぐための役割を果たしていきたい

と思いますので、そういったご指摘については、環境政策課の方でお待ちし

ております。  

本日の件も、週明けにすぐに担当に伝えさせていただきます。  
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Ｑ 市民 

 流山市は都心に近く、アンケート調査でも住みたいまちとして８１％の支

持を受けています。小中学校の学力も県内上位であり、市としてこれからの

ビジョンにある「価値の高い魅力あるまちづくり」について具体的にお聞き

したいと思います。  

 二つ目は行財政運営についてですが、私が見る限り腑に落ちないことがあ

ります。 

自治会への交付金の積算の基礎はおわかりでしょうか。水増し請求や過大

請求はないでしょうか。  

 運動公園の整備事業の話が先ほどもありましたが、生涯学習センター横で

は、２年前に削って盛り土をしたと思いましたが、そのまま放置され、今度

は樹木の伐採がされ、それから約半年が経ちます。どうして年度をまたがる

なら債務負担行為をしないのでしょうか。  

野々下公園の入り口トイレ、南流山中央公園も６号公園のトイレの電気も

切れています。財政の有効な使い方をしてもらいたいです。  

東谷調整池から赤城福祉会館に至る用水路の両側、なぜ行先のわからない

道路を作っているのでしょうか。  

中学生の鉄道自殺は調査委員会が設けられましたが、小学校のいじめにつ

いては何も説明がありませんでした。  

南流山中学校移転については、これまで生徒がテニスをやっていた場所に

施設が建てられていますが、校庭を狭くしてまで急ぐ必要があったのでしょ

うか。  

政策法務室長を期間任用していますが、必要なのでしょうか。  

疑問があれば上級官庁に問い合わせをすれば、必要ないのではないでしょ

うか。２年で最低でも１０００万の税金支出となり、たいへん疑問です。 

 

Ａ 市（副市長）  

 副市長として、行財政運営に関して総括的に話せる範囲でお話しします。  

 井崎市政は１円まで活かす市政を１８年間続け、効率的な運営を行ってま

いりました。 

自治会交付金の水増し請求について、これは自治会の世帯数を基礎として

おります。基本的にそのようなことはないと確信しておりますが、その基礎

の数値を水増ししているようなところがありましたら、お知らせいただきた
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いと思います。私自らが監査します。  

南流山から本町にかけての、かつて水路があったところを埋めた後の歩道

についてですが、これはいわゆるツーリズムの観点から、観光客の誘致を目

的に作った道路となります。 

 政策法務室は私が市長に進言して作ったものです。以前は国が決め、県が

調整し、市は実施するだけという時代がありました。  

しかし、２０００年の地方分権改革以降は、地方でできることは地方で考

えて実施をすると変わってきました。そこで、政策的なもの、つまり法律的

なものも、自前で考えていく能力を養うということで、弁護士資格を持つ職

員を、有期で５年間という期限つきで雇わせていただいております。  

従って、この成果というのは様々な点で、流山の政策に反映されているも

のと考えております。  

 

Ａ 市（まちづくり推進部長）  

 かつて総合運動公園のピクニック広場があったところは、現在、古間木調

整池となっています。 

運動公園周辺は県の土地区画整理事業の区域となっており、公園の形を変

えるために、公園を増やしたり減らしたりしたところがありますが、トータ

ルの公園面積は変えておりません。 

先ほどご指摘がありました、土を盛り移動したり、削ったり、少し時間が

かかっているのではないか、継続事業でやった方がいいのではないかという

お話ですが、千葉県の区画整理事務所が段階的に施工している工事となって

います。  

 樹木については、極力残す計画ですが、残せないものもあり、みどりの課

が県と協議しながら進めているところです。 

 トイレについてはご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。ご指摘

の場所以外も総点検をして、電気が切れていれば直してまいります。  

 

Ａ 市（学校教育部長）  

 同踏切の事故の時に第三者の調査委員会を設置して、調査をさせていただ

きました。  

ご質問がありましたいじめについても、第三者の方が調査できる組織は整

っており、いじめに関する調査については、常に第三者で調査し対応させて
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いただいております。  

 

Ａ 市（子ども家庭部長）  

 南流山中学校の複合施設については、平成２９年度末から平成３０年度初

めにかけて具体的な計画として位置付けてまいりました。  

 当時の南流山中学校の校長先生や教育委員会と協議を行いましたが、当時、

学校移転計画はありませんでした。その後、生徒の増加等の影響により、結

果的に中学校の移転と重なってしまったものです。 

 

Ａ 市（市長）  

今、複合施設という話が出てきましたが、この複合施設というものをご存

知でない方のために補足いたします。  

今回お話にあがりました複合施設とは、現在の南流山中学校の東側に、地

上４階建てで、図書館と、児童センターの複合施設を計画しているものです。  

 また、初めにご紹介いただきました、住み続けたいと思われている方の数

字についてですが、この７～８年間８０％台で推移してきましたが、昨年の

１２月の最初の調査では、９２％となりましたので、補足させていただきま

す。 

 

Ｑ 市民 

 関西や熱海でハザードマップについて騒がれています。流山市のハザード

マップを見たら、新川耕地は物流施設と田んぼがありますが、田んぼのほう

が深くなっています。以前より深くなっていると思いますが、何かあったと

きには、自然災害ではなく人工的な災害になるのではないでしょうか。どの

ような対策をするのでしょうか。 

１円まで活用するという話についてですが、クリーンセンターの計量台に

ついて赤と青のランプ真下に停止線がありますが、どういう理由でこの位置

関係になっているのでしょうか。  

レジのところに費用が表示されますが、窓口の先に工作物があり、光が入

らないようにカバーされています。その先に料金表示があるため見えません。 

聞いたところによると、業者に任せてある、業者の言いなりと聞きました。

市長の話と矛盾するのではないでしょうか。無駄な税金を使う必要はない

のではないでしょうか。  
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Ａ 市（土木部長）  

 新川耕地に物流倉庫ができ、今まで湛水能力があった田んぼが埋め立てら

れてしまったため、その分危険が増していのではないかというご指摘かと思

います。 

 埋め立てられた分の調整機能を有するものが工場の地下にあり、また調整

池も増えています。その両方で調整機能を担保する仕組みとなっていますの

で、直接危険度が増したわけではないので安心していただければと思います。 

 もし、一昨年の台風１９号のようなものがあった時に、そのままで大丈夫

なのかというご指摘はごもっともだと思いますので、今後、江戸川河川事務

所、東葛飾土木事務所と協議を行ってまいります。  

実は先日も、江戸川河川事務所の所長様や、東葛飾土木事務所の所長様と、

この河川について協議を加えてきたところです。  

事業としては大変大きなものですので、来年再来年というスパンではござ

いませんが、それも含めて検討させていただきます。  

 

Ａ 市（環境部長）  

 今回いただきましたご意見は職員から報告を受けています。 

赤青ランプと停止線の設置理由は、お待ちの車が先に進んでいいのかをわ

かりやすくするためのものであり、業務のために必要であることから設置し

ています。  

 お金の表示が見にくいということについては、基本的に持ち込みが、１０

キロ当たり３００円という定量があって、継続した数字も出ることに加え、

レシートに明細を書いて交付していますので、そのことをもって、ご理解い

ただければと思います。  

 また、今ご指摘のあったような職員対応について、一度お手紙をいただい

た時に調査をさせていただきましたが、具体的に改めて、本日いただいたご

意見については、週明けに今一度確認をさせていただきます。  

 

Ａ 市（市長）  

料金徴収については、委託しているから無駄ということには、全くつなが

らないと考えています。  
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Ｑ 市民 

 去年、江戸川河川敷の土をとってスーパー堤防を推進したらどうかという

話をしました。その後、堤防を走っていたら、工事の内容について表示され

ているところがあり、堤防帯の強化について表示があり、河川敷の土を取っ

て利用するとか、内容を強化するとか、そのような表示がされていましたの

で、市民の方にもわかってもらえればいいのではないかと思います。  

クリーンセンターのランプの件ですが、赤と青の表示が必要なら停止線か

ら見えるところにランプを設置したほうが、目的が達成されるのではないで

しょうか。意味がないのならば電源を抜いてしまえばいいのではないでしょ

うか。  

 

Ａ 市（土木部長）  

 以前の常総市の堤防の破壊を受けて、国土交通省は国土強靱化計画という

ことで、堤防をもっと丈夫にするという工事を今行っているということを、

皆さまにご紹介いただければと感じています。  

国土交通省江戸川河川事務所に対しては、実は昨日も、もう少しホームペ

ージ等でわかりやすく、川の仕組みを紹介してくれませんかということを要

望させていただいたところです。  

国の仕事ですが、様々な広報を通じてご紹介できるチャンスがあればと考

えています。  

 

Ａ 市（環境部長）  

 赤青ランプの設置場所について、クリーンセンターに持ち込んでご経験の

ある方ならわかるかと思いますが、場合によっては車が何台も一緒に並ぶこ

とがあります。そのような中で、並んでいる車に進んでいいかどうかをご案

内するという趣旨でつけていますので、全く役に立っていないというように

は、現場では考えていません。  


